
平
成
二
十
年
二
月
八
日
提
出

質

問

第

七

〇

号

租
税
特
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す
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者
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租
税
特
別
措
置
の
政
策
効
果
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

前
回
の
質
問
主
意
書
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
租
税
特
別
措
置
は
、
租
税
制
度
上
、
特
定
の
企
業
等
の
税
負
担
を
軽
減
す

る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
国
に
よ
る
経
済
政
策
や
社
会
政
策
等
の
特
定
の
政
策
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
特
別
な
政
策
手
段
で
あ

る
。租

税
特
別
措
置
は
、
税
制
の
基
本
理
念
で
あ
る
公
平
・
中
立
・
簡
素
の
例
外
で
あ
り
、
措
置
の
延
長
等
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
過
去
に
お
け
る
政
策
効
果
等
を
検
証
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
平
成
二
十
年
度
の
税
制
関
連
法
案
の
審
議
の
参
考
に
資
す
る
べ
く
質
問
主
意
書
に
お
い
て
答
弁
を
求
め
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
ゼ
ロ
回
答
に
等
し
い
答
弁
書
を
提
出
し
て
き
た
。

今
般
取
り
上
げ
た
事
項
は
、
国
会
が
有
す
る
行
政
監
視
機
能
の
実
現
の
た
め
に
も
、
必
要
最
低
限
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

与
党
が
標
榜
す
る
「
議
論
す
る
国
会
」
を
実
現
す
る
た
め
に
も
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

政
府
が
保
有
す
る
情
報
は
、
行
政
の
た
め
に
で
は
な
く
国
民
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
り
、
国
民
の
代
表
で
構
成
す
る
国
会
に

説
明
す
る
責
務
が
あ
る
と
考
え
る
。

つ
い
て
は
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
再
質
問
す
る
。

一



一

各
府
省
又
は
そ
の
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人
等
か
ら
補
助
金
等
を
直
接
又
は
間
接
を
問
わ
ず
受
給
し
て
い
る
企
業
が
適
用

を
受
け
て
い
る
租
税
特
別
措
置
が
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
第

三
号
）
」
に
含
ま
れ
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
租
税
特
別
措
置
の
内
容
及
び

当
該
措
置
に
係
る
こ
れ
ま
で
の
政
策
効
果
を
検
証
で
き
る
数
値
等
（
例
え
ば
中
小
企
業
倒
産
数
の
減
少
等
）
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

二

一
に
該
当
す
る
租
税
特
別
措
置
の
施
策
に
関
し
、
別
途
各
府
省
が
補
助
金
等
の
支
援
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
施
策

ご
と
の
補
助
金
等
の
実
績
を
平
成
十
八
年
度
決
算
ベ
ー
ス
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

平
成
二
十
年
度
税
制
改
正
事
項
の
う
ち
、
各
府
省
に
対
す
る
企
業
又
は
業
界
団
体
か
ら
の
租
税
特
別
措
置
に
密
接
に
係
わ

る
要
望
事
項
の
有
無
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
要
望
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
要
望
企
業
又
は
業
界
団
体
名
及
び
要
望

事
項
の
概
要
を
各
所
管
府
省
ご
と
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
第
三
号
）
」
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


